
取
扱

う
一

般
用

医
薬

品
や

副
作

用
救

済
制

度
の

案
内

で
す

要
指

導
医

薬
品

第
1
類

医
薬

品

第
2

類
医

薬
品

第
3

類
医

薬
品

医
療
用
か
ら
市
販
用
に
変
わ
っ

た
、
特
に
注
意
が
必
要
な
医
薬

品
で
す
。

薬
剤

師
が
使
用
方
法
や
注
意
点

を
書
面
で
説
明
し
、
対
面
販
売

を
行
い
ま
す
。

直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
所
に
陳
列
さ
れ
て
い
ま
す
。

使
用
上
特
に
注
意
が
必
要
な
薬

で
す
。

こ
れ
ら
の
薬
を
購
入
す
る
際
に

は
、
薬

剤
師
が
書
面
を
用
い
て

重
要
な
情
報
を
提
供
し
、
販
売

を
行
い
ま
す
。

直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
所
に
陳
列
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
2
類
医
薬
品
は
使
用
上
の
注
意
が
必

要
な
薬
で
す
。
指

定
第

２
類

医
薬

品
は
第

2
類
医
薬
品
の
中
で
も
特
に
注
意
が
必

要
な
薬
で
す
。
使
用
前
に
は
「し
て
は
い

け
な
い
こ
と
」を
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

こ
れ
ら
の
薬
は

薬
剤

師
ま
た
は

登
録

販

売
者
が
重
要
な
情
報
を
提
供
し
、
販
売

を
行
い
ま
す
。
商
品
は
直
接
手
に
取
っ
て

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

要
指
導
医
薬
品
や
第
1
類
、
第

2
類
医
薬
品
以
外
で
比
較
的
安

全
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
て
い

る
一
般
用
医
薬
品
で
す
。

薬
剤

師
ま
た
は

登
録

販
売

者

が
必
要
な
情
報
提
供
を
行
い
、

販
売
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の

商
品
は
、
直
接
手
に
取
っ
て
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

健
康

被
害

救
済

制
度

医
薬

品
の

副
作

用
等

に
健

康
被

害
を

受
け

た
方

の
救

済
制

度
で

す
。

独
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1
医
薬
品
の
安
全
使
用
の
た
め
に
症
状
等
の
情
報
を
お
伺
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
個
人
情
報
は
個
人

情
報
保
護
法
等
に
基
づ
き
適
切
に
管
理
を
行
い
、
医
薬
品
の
安
全
使
用
以
外
の
目
的
で
利
用
は
し
ま
せ
ん
。
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